
令和６年第２５回定例公安委員会会議録 

開 催 日 時  　令和６年９月１２日（木）午前１１時１０分～午後２時２４分

開 催 場 所    警察本部

第１　定例会議 

 

　１　開催時間  　午後１時３０分～午後１時４７分　 

 

　２　出席者 

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公安委員会　勝部委員長　　久本委員　　笠田委員 

       

警察本部　　野村警察本部長　　　　森本警務部長　　　宮田首席監察官　　

細田生活安全部長　　　前田刑事部長　　　山本交通部長　　　

 濵部警備部総括参事官　濵本警察学校長　　坂口情報通信部長

吉村警務部参事官    

 

            　　（事務局等～岩城公安委員会補佐室長、総務課員） 

 

 

　３　議題事項 

 

 

　４　報告事項 

 

　   ○とっとり防災フェスタ２０２４への参加（警備部） 

　　○「第１１回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」開催に伴うお成り警衛警備

　　（警備部） 

　　 

　　　      

　（１）とっとり防災フェスタ２０２４への参加（警備部） 

 

    警察本部 

　本年のとっとり防災フェスタでは、年始に発生した能登半島地震の教訓を踏ま

え、地震を想定した総合的な防災訓練を実施する予定である。また、来場者を対

象とした参加・体験型イベントも開催し、訓練とイベントを通じて、防災に関係

する各機関との連携強化、県民の防災意識の向上を図る。フェスタは、９月１５



日午前１０時から、東伯郡琴浦町「東伯総合公園」で開催する。参加機関は、鳥

取県と中部５市町、消防、自衛隊、医療関係機関等の合計６３機関で、県警察か

らは、警備第二課、機動隊、交通機動隊及び琴浦大山警察署の４所属２１人が参

加する予定である。フェスタでは、災害パネル展示のほか、レスキュー車及び白

バイの展示と乗車体験、子ども用災害活動服試着体験等を予定しており、併せて

各種広報も実施する。実動訓練については、土砂埋没車両からの救出救助訓練を

実施する。 

　　　今後も、防災に関係する機関との連携を強化するとともに、訓練を重ねて県警

察の災害への対処能力の更なる向上を図っていく。 

 

委員 

    　このフェスタは、県民の防災意識を高めるために開催しているということだが、

激甚災害が年々増加していることから、多くの県民に参加していただけるよう広

く広報し、有意義なフェスタにしていただきたい。 

　 

    委員      

  近年は災害が多く発生しており、フェスタの重要度が増しているように思う。

以前は珍しかった大規模な川の氾濫も毎年のように起こっている。フェスタを通

じて、県民の方に、より防災意識を持っていただきたい。また、防災関係機関と

の連携も大変重要なことであるので、しっかりと連携を図っていただきたい。山

形県で若い警察官が殉職されたが、殉職事案はあってはならないことである。訓

練を通じ、殉職から身を守ることについても改めて意識してもらいたい。 

 

    委員 

    　当日は気温が高くなると予想されていることから、参加される方は体調管理に

気を付けていただき、県民の防災意識向上につながる広報をお願いする。   

 

 

  （ ２ ）「第１１回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」開催に伴うお成り警衛警備

（警備部） 

 

    警察本部 

　９月２１日及び２２日、秋篠宮佳子内親王殿下の「第１１回全国高校生手話パ

フォーマンス甲子園」への御臨席及び地方事情御視察のため、警衛警備を実施す

 る。

 

委員 

     　県警察として、しっかりと警衛警備を果たしていただきたい。

 

    　     



 

第２　その他の公安委員会活動    

 

　１　意見の聴取 

      運転免許課から、道路交通法に基づく意見の聴取２件について、事案概要、処

　　分理由、当事者の陳述要旨、基本量定等を詳細に聴取し量定を決定した。 

 

　２　聴聞 

      運転免許課から、道路交通法に基づく聴聞１件について、事案概要、処分理由、

　　当事者の陳述要旨、基本量定等を詳細に聴取し量定を決定した。 

 

   ３　事前説明

     　

 

　４　報告事項 

 　　・　プロムナード・コンサートの開催

 　　・　中国四国管区内警察学校長会議への出席について

　　　　 

 

　５　決裁　 

     ・　指定自動車教習所に対する行政処分

 　　・　生活安全関係営業者に係る行政処分訓令及び処分基準の改正等

 

 

　６　公安委員会委員間の事前検討・協議等 

 

 

  ７　公安委員会補佐室からの事務連絡等 

　　　公安委員会補佐室から当面の行事予定等について確認と説明があり、了承した。


